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		当事務所が選ばれる3つの理由

		
			
				
					
						
							
							[image: 年金振込後の後払い]
						
					

					
						
							[image: 理由01]
							年金振込後
の後払い

						

						
							お客様の負担の軽減のため後払いの受給後報酬体系をとっています

						

					

				

								
					詳しく見る
				

							

			
				
					
						
							
							[image: 社労士のサポート]
						
					

					
						
							[image: 理由02]
							初回相談
無料

						

						
							当事務所では、初めての相談は無料で受け付けております。
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							当センターでは全件、女性スタッフが対応いたしますのでご安心ください。
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	教えて障害年金
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		障害年金の申請をお考えの方へ
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					障害年金が不支給となってしまった方
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3ヶ月以内の方

						[image: icon]
						[image: icon]
					
										
						通知が届いてから
3ヶ月を過ぎてしまった方

						[image: icon]
						[image: icon]
					
									

			
	
								
					こんな時どうすればいいの？

				

								
										
						病気が
悪化した場合

						[image: icon]
						[image: icon]
					
										
						現在働いている場合
（障害者枠を含む）

						[image: icon]
						[image: icon]
					
									

			
	
								
					手帳をお持ちの方
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	当事務所が選ばれる
6つの理由

		
			
				理由1

				[image: icon]
				国道8号線沿いでアクセスが便利

			

			
				迷われた場合は駅までお迎えに参りますのでお気軽にお問い合わせください。

			

						
				詳しく見る
			

					
	
			
				理由2

				[image: icon]
				障害年金の
専門家が対応！

			

			
				社会保険労務士の仕事は社会保険の手続きや給与計算、採用など幅広くあります。その中でも当事務所は障害年金に特化した専門社労士が対応いたします。社会保険労務士は唯一障害年金を申請できる国家資格です。

			

						
				詳しく見る
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				[image: icon]
				土日祝も
相談可能です(要予約)

			

			
				障害や病気が原因で障害年金の相談をしたくても、休日で電話やメールが繋がらないと困りますよね。「辛い時に、困った時にすぐに専門家に相談したい…」そのような皆様のために当事務所は土曜日もご相談が可能です。事前予約制ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
				

			

						
				詳しく見る
			

					
	
			
				理由4

				[image: icon]
				女性スタッフも対応

			

			
				男性には相談しづらい…という方もご安心ください。

					面談から申請まですべて、女性スタッフがサポートすることも可能です。
				

			

						
				詳しく見る
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				[image: icon]
				受給できなかった場合報酬は頂きません。（成果報酬型）

			

			
				当事務所では、受給が決定してからのお支払いになります。
手元からの持ち出しはございませんので詳しくはサポート料金のページをご覧ください。

			

						
				詳しく見る
			

					
	
			
				理由6

				[image: icon]
				無料での
個別相談実施中！

			

			
				病気やケガでお困りの方の力になりたいということから無料で個別相談を実施しております。人にはなかなか話せないことも、しっかりとお話しをお伺いし一緒にベストな方法を探していきます。
				

			

						
				詳しく見る
			

					








	
		ご相談いただいた後の流れ
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					STEP 1

					ご相談

				

				
					現在の病気や障害の症状、日常生活の様子などをお聞かせください。
そのために、まずはお電話でお問い合わせください。お電話が難しい場合はメールでも相談を承ります。
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					STEP 2

					面談

				

				
					現在の病気や障害の症状、日常生活の様子などをお聞かせください。
そのために、まずはお電話でお問い合わせください。お電話が難しい場合はメールでも相談を承ります。
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					STEP 3

					障害年金の手続き

				

				
					ご契約後は社会保険労務士が代理人としてあなたの障害年金請求の手続きを行います。
必要な書類の準備、病院とのやり取りはご相談ください。
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					STEP 4

					障害年金の受給決定！

				

				
					障害年金の受給が決定すると日本年金機構から決定通知書が送られてきます。
また、報酬は受け取った障害年金の中からお支払いいただくことが出来ますのでご安心ください。

				

			


	







	代表メッセージ
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		水野　浩志

	

	
				
			全国で障害年金の潜在的受給権者は数万人から数十万人とみられています。これは富山県に住む皆様にもありえることです。

			富山県の方は、障害について誤解や制度自体を知らない方が多く、本来受給出来る方が、受給できていないのが現状です。

			また経済的な理由から満足な治療が受けられず、病状が悪化したり、回復が遅くなったりしてしまうのは大変悲しいことです。

			私は、富山県で障害年金の申請をお手伝いをし、経済的な負担を少しでも減らしたいと考えております。このことは、ご本人やご家族の精神的な負担も軽減することにつながります。経済的に楽になることで、治療に専念でき、心に余裕を持てることで、より良い人生を送られるためにご自身の将来について考えるゆとりもできます。富山県で障害年金でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談下さい。
		

	






	
		アクセスマップ

	

	
		
			
				〒933-0847 富山県高岡市千石町1-3 横田ビル2階B号室

				TEL : 0766-50-8771 

		

		
			
		

	












	最新受給事例

		
			2024.04.09

			両変形股関節症で人工関節になった方が、障害厚生年金3級を受給できたケース
		
	
			2024.03.28

			てんかんで不支給になった方が、再申請して障害基礎年金2級を受給できたケース
		







	お知らせ

		
			2023.10.16

			保険会社向けの勉強会を実施致しました！
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						障害年金勉強会開催中
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